
議 案 第　１　号

平成３１年度　羽生市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ、１８，０７０，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、｢第１表　歳入歳出予算｣による。

（継続費）

第２条

「第２表　継続費」による。

（債務負担行為）

第３条

期間及び限度額は、｢第３表　債務負担行為｣による。

（地方債）

第４条

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は､「第４表　地方債」による。

（一時借入金 ）

第５条

２，５００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用 ）

第６条

経費の各項の間の流用とする。

平成 ３１ 年 ２ 月 ２５ 日　提出

流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る

共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの

　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県羽生市長　　河　田　晃　明

平成 ３１ 年度　羽 生 市 一 般 会 計 予 算

地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、

地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を
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第１表　歳入歳出予算

　歳　入 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 市税 ７，４３６，２８２

  1 市民税 ３，１５１，９５５

  2 固定資産税 ３，４５８，１５８

  3 軽自動車税 １４８，０６９

  4 市たばこ税 ３３３，２４７

  5 都市計画税 ３３３，８５３

  6 入湯税 １１，０００

  2 地方譲与税 ２１４，０００

  1 地方揮発油譲与税 ６１，０００

  2 自動車重量譲与税 １５１，０００

  3 森林環境譲与税 ２，０００

  3 利子割交付金 １１，０００

  1 利子割交付金 １１，０００

  4 配当割交付金 ３９，０００

  1 配当割交付金 ３９，０００

  5 株式等譲渡所得割交付金 ２０，０００

  1 株式等譲渡所得割交付金 ２０，０００

  6 地方消費税交付金 １，０１０，０００

  1 地方消費税交付金 １，０１０，０００

  7 自動車取得税交付金 ３７，０００

  1 自動車取得税交付金 ３７，０００

  8 環境性能割交付金 １０，０００

  1 環境性能割交付金 １０，０００

  9 地方特例交付金 ５６，０００

  1 地方特例交付金 ５６，０００

 10 地方交付税 １，８５２，０００

  1 地方交付税 １，８５２，０００

 11 交通安全対策特別交付金 ９，０００

  1 交通安全対策特別交付金 ９，０００

 12 分担金及び負担金 １４８，０５３

  1 負担金 １４８，０５３

 13 使用料及び手数料 １７２，５２３

  1 使用料 ９３，４９４

  2 手数料 ７９，０２９

 14 国庫支出金 ２，４１４，０６１
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（単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 国庫負担金 ２，１４９，６００

  2 国庫補助金 ２５２，６５８

  3 委託金 １１，８０３

 15 県支出金 １，２５３，４５６

  1 県負担金 ７９２，７１３

  2 県補助金 ３１０，７８２

  3 委託金 １４９，９６１

 16 財産収入 ３７，８５１

  1 財産運用収入 ２８，６１１

  2 財産売払収入 ９，２４０

 17 寄附金 １０，１５２

  1 寄附金 １０，１５２

 18 繰入金 ５９２，８７４

  1 基金繰入金 ５９１，３７４

  2 特別会計繰入金 １，５００

 19 繰越金 ３５０，０００

  1 繰越金 ３５０，０００

 20 諸収入 ５７７，２４８

  1 延滞金加算金及び過料 ５，０００

  2 市預金利子 １

  3 収益事業収入 ８０，０００

  4 貸付金元利収入 １５７，４９６

  5 雑入 ３３４，７５１

 21 市債 １，８１９，５００

  1 市債 １，８１９，５００

歳         入         合         計 １８，０７０，０００
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　歳　出 （単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  1 議会費 １７０，７２８

  1 議会費 １７０，７２８

  2 総務費 １，８５７，８０８

  1 総務管理費 １，３２３，８１８

  2 徴税費 ２７１，５２３

  3 戸籍住民基本台帳費 １２１，７５７

  4 選挙費 １１１，１２７

  5 統計調査費 １１，４１４

  6 監査委員費 １８，１６９

  3 民生費 ６，９６４，８１１

  1 社会福祉費 ３，３３３，６２９

  2 児童福祉費 ２，７４８，３８３

  3 生活保護費 ８８２，１１３

  4 災害救助費 ６８６

  4 衛生費 １，７１１，２７９

  1 保健衛生費 ４１７，６２４

  2 清掃費 １，２９３，６５５

  5 労働費 ９８，９８６

  1 労働諸費 ９８，９８６

  6 農業費 ３９８，１４３

  1 農業費 ３９８，１４３

  7 商工費 ３４９，６３０

  1 商工費 ３４９，６３０

  8 土木費 １，９３６，９９６

  1 土木管理費 ８３，２５４

  2 道路橋りょう費 ６５３，１９６

  3 都市計画費 １，１８８，４７０

  4 住宅費 １２，０７６

  9 消防費 ９４５，２６９

  1 消防費 ９４５，２６９

 10 教育費 １，６８９，６０８

  1 教育総務費 ２８０，３４７

  2 小学校費 ２９５，５２０

  3 中学校費 １６１，２２１

  4 社会教育費 ４４１，７８７
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（単位：千円）

款 項 金　　　　　額

  5 保健体育費 ５１０，７３３

 11 公債費 １，９１６，７４２

  1 公債費 １，９１６，７４２

 12 予備費 ３０，０００

  1 予備費 ３０，０００

歳         出         合         計 １８，０７０，０００
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第 ２ 表　　継　　続　　費

第 ３ 表　　債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　項 期　　　　　　　間

埼 玉 県 信 用 保 証 協 会 に 対 す る 損 失 補 償 平 成 ３ １ 年 度 以 降

款 項 事 業 名

　 ４　　　衛　生　費 　 ２　　　清　掃　費 清 掃 セ ン タ ー 設 備 改 修 事 業
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千円 千円

限　　　　　度　　　　　額

１市町村制度金融特別保証取扱要領及び特別小口無担保無保証人保証制度要綱

  に基づく保証債務の履行（以下「代位弁済」という。）によって生じる損失を補償する。

2 前項の損失とは、代位弁済元金から中小企業信用保険法により受領した保険金

  を控除した額の５０％と代位弁済に際して金融機関に支払う利息額との合計額をいう。

２３５，４００

平成３２年度 ２３５，４００

総 額 年 度 年 割 額

４７０，８００

平成３１年度
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第 ４ 表　　地　　方　　債

千円

市 体 育 館 施 設 整 備 事 業 ３９，４００ 同　　　   上

臨 時 財 政 対 策 債 ６３１，０００ 同　　　   上

消 防 施 設 整 備 事 業 ３７，６００ 同　　　   上

消 防 本 部 空 調 設 備 改 修 事 業 ３０，５００ 同　　　   上

岩瀬土地区画整理組合活動支援事業 ２６３，４００ 同　　　   上

南 小 学 校 校 庭 貯 留 整 備 事 業 ４６，０００ 同　　　   上

ほ 場 整 備 事 業 １１，０００ 同　　　   上

道 路 整 備 事 業 ２８１，０００ 同　　　   上

ご み 処 理 施 設 整 備 事 業 ２０５，４００ 同　　　   上

か ん が い 排 水 路 整 備 事 業 ４６，５００ 同　　　   上

地 域 子 育 て 支 援 拠 点 整 備 事 業 ４０，０００ 同　　　   上

汚 泥 再生 処理 セン ター 整備 事業 ５４，２００ 同　　　   上

起　　債　　の　　目　　的 限　　　度　　　額 起　　債　　の　　方　　法

旧 し 尿 処 理 場 除 却 事 業 １０２，０００ 普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行

保 育 所 等 整 備 事 業 ３１，５００ 同　　　   上
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同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　   上 同　　　　上

同　　　　上

利　　　　　率 償　　還　　の　　方　　法

年　３．０％　以内

政府資金についてはその融資条件により、銀行その
他の場合はその債権者と協定した融資条件による。
た だ し 、 市 財 政 の 都 合 に よ り 据 置 期 間 を 短 縮 し 、
若しくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

（ た だ し 、 利 率 見 直 し 方 式 で 借 入 れ る
資 金 に つ い て 、 利 率 の 見 直 し を 行 っ た
後 に お い て は 、 当 該 見 直 し 後 の 利 率 ）

同　　　   上
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